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1 提出が必要な事業者
以下の条件に当てはまる場合、理由書の提出が必要となります。
A． 最大４ヶ月分の一時金や特別手当を３月までに支給できなかった
B． 令和７年12月～令和８年５月分のベースアップを令和８年４月以降、まとめて差額支給した
（※医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業実施要綱「３．診療所等賃上げ支援事業」の「（７）賃金改善（※）の内容」に記載のある「令和８年６月１日から対象職員のベースアップを行うことを前提に、令和７年12 月から令和８年３月までの４ヶ月分の一時金又は特別手当を、令和８年３月までの間に対象職員に支給することができるが、その場合は４月から５月までベースアップを実施するとともに、支給した一時金又は特別手当に相当する水準のベースアップを対象職員に対して令和８年６月１日から行う」に該当する場合）

2 提出を求める理由

実施要綱では令和８年３月までの支給を要件としていることから、上記に該当する場合の理由を把握するため。

3 理由の記載例

〇〇〇のため、令和８年３月までに支給することができなかった。
（※〇〇〇の例：給与データ入力が間に合わなかった、賃金が翌月払い、システム改修が間に合わなかった等、各医療機関の状況に合わせて整理）
